
　　　　　　　　　　　　　　　（公財）福岡県農業振興推進機構　理事長　鐘江義広

１　計画案の閲覧期間及び意見書の提出期間

２　意見書提出先

　　（公財）福岡県農業振興推進機構　農地１課

　　　　　福岡市中央区天神４－１０－１２　JA福岡県会館２階

　　　　　[e-mail] 　nouchi1@f-ap.org

３　変更農用地利用集積等促進計画案

　　　別紙のとおり

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第３項の規定に
より、変更農用地利用集積等促進計画案について、利害関係人の意見徴取を行います。

  意見書には提出者の住所、氏名、電話番号、利害関係の内容及び意見を述べる変更農用地利用
集積等促進計画の概要並びに意見を記載し、メール又は書面で提出してください。

記

令和8年5月8日 (金) ～ 令和8年5月15日 (金)



別紙

市町村 大字 字 地番 区分 登記 取扱 始期 終期
存続
期間

久留米市 安武町武島 北正牟田 1033 田 705.00 705.00 R8.6.10 R9.6.9 1
久留米市 善導寺町木塚 紺屋 72 田 1019.00 1019.00 R8.6.10 R9.6.9 1
久留米市 善導寺町木塚 登ヲ免 101-1 田 1899.00 1899.00 R8.6.10 R9.6.9 1
久留米市 安武町住吉 中伽藍 45 田 2683.00 2683.00 R8.6.10 R10.10.31 2
久留米市 安武町住吉 津崎 263-1 田 736.00 736.00 R8.6.10 R10.10.31 2
久留米市 安武町武島 西四丁目 3883 田 2591.00 2591.00 R8.6.10 R10.10.31 2
久留米市 安武町武島 東四丁目 3898 田 2856.00 2856.00 R8.6.10 R10.10.31 2
久留米市 安武町武島 江見天 3931-1 田 2078.00 2078.00 R8.6.10 R10.10.31 2
久留米市 荒木町荒木 六反田 6339 田 3570.00 3570.00 R8.6.10 R12.4.30 4

設定期間所在
利用権を設定する土地と利用権の内容

現況
地目

面積


